
臨床医学委員会 腎・泌尿・生殖分科会の設置について 

 

分科会等名：臨床医学委員会 腎・泌尿・生殖分科会  

1 所属委員会名

（複数の場合

は、主体となる

委員会に○印

を付ける。） 

 

臨床医学委員会 

 

2 委員の構成 20 名以内の会員または連携会員 

3 設 置 目 的 わが国は少子高齢化社会に急速に移行しつつある。 

高齢者に多く認められる腎疾患、泌尿器疾患、婦人科疾患

に取り組む。同時に、少子化に対抗する意味で男性、女性

不妊に代表される生殖医療全般の学問的側面を議する。併

せて、小児腎疾患にも取り組む。 

4 審 議 事 項 高齢者に認められる腎疾患、泌尿器疾患、婦人科疾患に関

する審議。 

小児腎疾患、生殖医療に関する審議。 

5 設 置 期 間 年 月～ 年 月 ／   常設   

6 備    考  

 

 


